
 1.事 業 名

 2.車    種

 3.数    量

 4.排 気 量　

 5.使用燃料

 6.ド ア 数

 7.乗車定員

 8.ミッション

 9.駆    動

10.積 載 量

11.環境基準

12.車 体 色

13.付属品等

　　　　　　　　　　※

14.文字表示

15.諸 費 用

16.納車場所

17.納車期限

18.そ の 他

新車購入に係る販売諸費用、預かり法定費用等、自賠責保険料及び自動車重量税

⑧指定架装　（道路維持作業用自動車の塗色）より、車体は黄色)
⑨LED回転灯
⑩回転灯他　電気配線取付
⑪バックブブザー音声タイプキット

⑭キャブ・ボデー指定色塗装

道路交通法施行規則第六条の二（道路維持作業用自動車の塗色）より、車体は黄色

に幅１５㎝の帯状に白のラインとし、バンパーは紅白色とする。

①極東開発工業製回転式塵介車ダンプ式4.3㎥
②Ｌガタバイザー
③ラバーマット
④タイヤチェーン

⑦ESスタート+ギャインIDLE　UP　電気式25KG直結

は市が別途負担する。

契約日より令和9年3月5日

⑫サイドバンパー制作取付
⑬リヤバンパー制作取付

南相馬市原町区維持センター（南相馬市原町区本町2丁目27番地）

⑮F/Rバンパー赤トラ　指定色塗装
⑯シートカバー取付　（透明　3シート）

付属品はメーカー純正品又は同等品であること

３名

5Ⅿ/Ｔ

2ＷＤ

公用車（道路維持作業車塵介車）購入仕様書

⑤チェーンバンド
⑥ドライブレコーダー

2，990ｃｃ

3トン積

①平成２８年度排出ガス規制適合車であること
②平成２７年度重量車燃費基準達成車であること

①入札書には税抜き総額を記載すること。
②警察署への道路維持作業車の申請は契約業者が行う。

車体ドア部左右に黒色で南相馬市と表示し南相馬市章はカラーとする。
また、荷台部左右に黒色で道路維持作業車と表示する。
なお文字寸法は別紙文字寸法表のとおりとする。

公用車（道路維持作業 塵芥車）購入

標準キャブ

１台　（令和8年式）

軽油

２ドア


